
12
T 男の

指
定
を
変
更
す
剖 

翼
当W司

叫
記
載
十
べ
き 

朝
出
萄

コ

雷

第
五
十
二
廉
の
十
七

い
｡ 

第
五
十
二
条
の
十
七 

2

(同
上
)

委
託
放
送
事
業
者
は
､
委
託
放
送
事
項
を
変
更
し
よ
う

と
す
る
と
き
は
､
あ
ら
か
じ
め
総
務
大
臣
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

/ 

十
二
臭
の

号
に
掲
げ
る
事
項

苛
が
人
工
衛
星
習

詞
可
珂
平
方
以
外
の
音
が
執 

周
東
コ珂
び
同
法
敬
を
そ
の
免

山
よ
.州
1.~
副
Tq

1
L

西
周
司
ガ
｣
と
い
ヨ

和

て
巧

電
山叫H

W 法
の
規
定
Lヨ

衛
星
の
軌
習

引
刊
畑
惑
詞
詞
｢柑
平
方
が
当
該
委
託 

L

㌔総
務
大
臣
は
､
電
波
法
の
規
定
に
よ
り
､
委
託
放
送
事
業
者

の
委

託

の
相

当l
:
/
図
労

手
方 

(以
下
こ
の
項
に
お
い
て

｢委
託
の
相
手
方
｣
と
い
う
｡ 
)

以
外

の
者

が
当

川叫山
』 
.麻
里
の
軌
道
又
は
位
置
及
び
同
波

数

を

そ

の
免

許

状
に
記
載
す
べ
き
受
託
国
内
放
送
又
は
受
託
内
外
放
送
を
す

る
無

線

局

の
免

謝
封
受
け
た
と
き
､
委
託
の
相
手
方
が
当
該
委
託
に
係

る
人

工
衛

星

の
軌

道

固 

く
は
位
置
又
は
周
波
数
に
つ
い
て
変
更
の
許

可

又
は
指
定

u
刑
剖
引
き
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
と
し

て
総
務

省
令

で
定

め

る
と

き

~軸
組
委 
∵.

刷
り 

R十
I..:｣
.
篭

の
申
請
に
よ
い
､
第

十

二
司

咽

各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
指
定
を
変
更
す
る
｡ 

車
詞

癖
創

組
内
判
明
司
引
す
る
無

鞘
司
西
周
許
を
受
け
笥

萄

LJJiE
75
7


軌
道
苦
し
く
当

日
可
聞
可
叫
許
可
若
し
く
は
tTT仙川
覇

両
刃
州盟
仙

q

｣叫
園
旦
封
筒
明
刊 

判
1

同
別且
引
叫朝
岡
周
で

封
雪

弔
ガ
以
外
叫

署

倒
淵叫劉
到
竹

の
免
許
状
に
記
載
す
べ
き
受
託
国
内
放
送
を
す
る
無
線
局
の
免
許
封
曳
け

た
と
き
若
し
く
は
委
託
の
相
手
方
が
当
該
委
託
に
係
る
周
波
数
に
つ
.い
.で

指
定
の
変
更
を
受
刑
恵
と
き
又
は
第
二
条
の
二
第
四
項
盟
盟
盟
叫H叫別
総

務
大
臣
が
放
送
普
及
基
調
計
画
を
変
更
し
た
場
合
に
お
い
て
当
該
委
託
に

係
る
放
送
対
象
地
域
に
つ
い
て
変
更
が
あ
っ
た
と
き
｡

の
変

更

を
受
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2
五

こ
と
｡

イ
〜

ハ 

ニホへ

第
五
十
二
条
の
三
十 
'
1
1以
上
の

一
般
放
送
事
業
者 

送
事
業
者
に 
7
以
上
の
地
上
系

一
般
放
送
事
業
者 

外
画
期
親
風
に
よ
り
放
送
を
行
う 
I

(当
該
二
以
上
の 

般
放

(刃
工
衛
星
の
無
線
局
以

第
五
十
二
条
の
三
十

送
事
業
者
に 
1
以
上
の
地
上
系 
1

月
簡
単
州
朝

岡
旬
刊
び
韓
鮎
受
信
開
署

朝
顔
再
割

)
が
含
ま
れ
る
場
合
に
限
る
｡
以
下
こ
の
条 
'
次
条
第 

二
条
の
三
十
七
第
二
項
第

一
号
及
び
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
｡ 
)
を
そ
の
子

会
社
と 
L
t

評
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る 

認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
｡ 

O 

(当
該
二
以
上
の

一

(習 

般
放

.
人

般
放
送
事
業
者 

二
以
上
の
一
般
放
送
事
業
者 

般
放
送
事
業
者
を

い
う
O
以
下
同
じ 
O 

｣
7
汁
で

に
よ
り
放
送
を
行
う

一
般
放
送
事
業
者
を
い
う
｡
以
下
同
じ 
o 

)
が
含
ま
れ
る
場
合
に
限
る
｡
以
下
こ
の
条
へ
次
条
第

一
号
並
び
に
第
五
十

二
条
の
三
十
七
第
二
項
第

一
号
及
び
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
｡ 
)
を
そ
の
子

会
社
と 

苦
し
く
は
し
よ
う
と
す
る
会
社
又
は
二
以
上
の

一
般
放
送
事
業

者
を
そ
の
子
会
社
と
す
る
会
社
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
は 
'
総
務
大
臣
の

r
DT
並
び
に
第
五
十

L
t


苦
し
く
は
し
よ
う
と
す
る
会
社
又
は
二
以
上
の

一
般
放
送
事
業

者
を
そ
の
子
会
社
と
す
る
会
社
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
は
､
給
務
大
臣
の

次
の各
号

の
い
ず

れ

にも
適合
し

(同
上 
)

総
務
大
臣
は 
'
前
項
の
認
定
の
申
請
が

定
を
し
て
は

ならな

同
項
の認

け
れ

ば
'


て
い
る
と
認
め
る
と
き
で

か

一
〜
四 

い
.

(略
)

一
〜
四 

(同
上 
)

申
請
対
象
会
社
が 
'
次
の
イ
か
ら
り
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い

五

申
請
対
象
会
社
が
､
次
の
イ
か
ら
り
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い

(略
)

第
五
十
二
条
の
二
十
三
又
は
第
五
十
二
条
の
二
十
四
第
二
項 

こ
と
｡

イ
〜

ハ 

ニホ 

(同
上 
)

へ 

(同
上 
)

第
五
十
二
条
の
二
十
三
又
は
第
五
十
二
条
の
二
十
四
第
二
項 

(飼
対

旬
を
除
く
｡ 
)
の
規
定
に
よ
り
認
定
の
取
消
し
を
受
け 
'
そ
の
取
消
し

句
を
除
く 
O 
)
の
規
定
に
よ
り
認
定
の
取
消
し
を
受
け 
'
そ
の
取
消
し

の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者 

.

第
五
十
二
条
の
三
十
七
第 
7
項 

(第
二
号
を
除
く
｡ 
)
又
は
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
認
定
の
取
消
し
を
受
け
､
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
二
年

を
経
過
し
な
い
者

電
波
法
第
七
十
五
条
第

一
項
又
は
第
七
十
六
条
第
三
項 

(第
四
号
を

(同
上 
) 
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除
く
｡ 
)
若
し
く
は
第
四
項 

(第
五
号
を
除
く
｡ 
)
の
規
定
に
よ
り
免

許
の
取
消
し
を
受
け 
'
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

卜

電
波
法
第
二
十
七
条
の
十
五
第

一
項
司

頑 

(第
三
号
を
除

く
｡ 
)
の
規
定
に
よ
り
認
定
の
取
消
し
を
受
け
､
そ
の
取
消
し
の
日
か

ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

チ

電
波
法
第
七
十
六
条
第
五
項 

(第
三
号
を
除
く
｡ 
)
の
規
定
に
よ
り

登
録
の
取
消
し
を
受
け 
'
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い

者
リ

役
員
の
う
ち
に
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
の
あ
る
株
式
会
社 

3
ハ
に
規
定
す
る
法
律
に
規
定
す
る
罪
を
犯
し
罰
金
以
上
の
刑
に
処

せ
ら
れ
､
そ
の
執
行
を
終
わ
り
､
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と

が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者 

S
.tlか
ら
チ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者 

3

･
4 

略
)(

(外
国
人
等
の
取
得
し
た
株
式
の
取
扱
い
)

第
五
十
二
条
の
三
十
二

金
融
商
品
取
引
所
に
上
場
さ
れ
て
い
る
株
式
又
は
こ

れ
に
準
ず
る
も
の
と
七
て
総
務
省
令
で
定
め
る
株
式
を
発
行
し
て
い
る
認
定

放
送
持
株
会
社
は
へ
そ
の
株
式
を
取
得
し
た
外
国
人
等 

(第
五
十
二
条
の
三

十
第
二
項
第
五
号
イ 
Ⅲ
か
ら
川
ま
で
に
掲
げ
る
者
又
は
同
号
口
佃

に
掲
げ

る
者
を
い
う
｡ 
)
か

らそ
の

氏名及
び
住
所
を
株
主
名
簿
に
記
載

し､
又
は

記
録
す
る
こ
と
の
請
求
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
､
そ
の
請
求
に
応
ず
る
こ

ト

電
波
法
第
二
十
七
条
の
十
五
第 
7
項 

(第
三
号
を
除
く 
.
)
の
規
定

に
よ
り
認
定
の
取
消
し
を
受
け 
'
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
二
年
を
経
過

し
な
い
者

チ 

(同
上 
)

リ 

(同
上 
) 

3

･4 

(同
上 
) 

(外
国
人
等
の
取
得
し
た
株
式
の
取
扱
い
)

第
五
十
二
条
の
三
十
二 

(同
上 
) 



と
に
ょ
り
同
号
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
株
式
会
社
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
と

き
は
､
そ
の
氏
名
及
び
住
所
を
株
主
名
簿
に
記
載
し
､
又
は
記
録
す
る
こ
と

を
拒
む
こ
と
が
で
き
る
｡

第
五
十
二
条
の
八
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は 
'
認
定
放
送
持
株

会
社
に
つ
い
て
準
用
す
る
｡
こ
の
場
合
に
お
い
て 
'
同
条
第
二
項
中

｢前
項

｣
と
あ
る
の
は

｢第
五
十
二
条
の
三
十
二
第

一
項
｣
と
､

｢外
国
人
等
｣
と

あ
る
の
は

｢第
五
十
二
条
の
三
十
二
第

一
項
に
規
定
す
る
外
国
人
等
｣
と 
'

｢場
合
に
欠
格
事
由
｣
と
あ
る
の
は

｢場
合
に
第
五
十
二
条
の
三
十
第
二
項

第
五
号
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
株
式
会
社
｣
と
､

｢と
き
は
､
同
項
｣
と
あ
る

の
は

｢と
き
は 
'
社
債
等
振
替
法
粛
百
五
十
二
条
第

一
項
｣
と
､

｢
(欠
格

事
由
｣
と
あ
る
の
は

｢
(同
号
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
株
式
会
社
｣
と 
'
同
条

第
三
項
中

｢前
二
項
｣
と
あ
る
の
は

｢第
五
十
二
条
の
三
十
二
第

一
項
及
び

同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
二
条
の
八
第
二
項
｣
と
､

｢電
波

法
第
五
条
第
四
項
第
三
号
イ
｣
と
あ
る
の
は

｢第
五
十
二
条
の
三
十
第
二
項

第
五
号
口
侶
｣
と 
'

｢同
号
ロ
｣
と
あ
る
の
は

｢同
号
ロ
㈲
｣
と
､

｢株

式
会
社
で

ある
一
般
放
送
事
業
者 

(人
工
衛
星
の
無
線
局
に
よ
り
放
送
を
行

う

一
般
放
送
事
業
者
及
聾

葡
葡
萄

を
除
く
｡ 
)
｣
と
あ
る
の
は

｢認
定
放
送
持
株
会
社
｣
と 
'

｢同
号
に
定
め

る
事
由
｣
と
あ
る
の
は

｢同
号
ロ
に
定
め
る
株
式
会
社
｣
と
､

｢同
号
イ
及

び
ロ
｣
と
あ
る
の
は

｢同
号
口
川
及
び
佃
｣
と
､
同
条
第
四
項
中

｢第

一

項
｣
と
あ
る
の
は

｢第
五
十
二
条
の
三
十
二
第

一
項
｣
と 
'

｢外
国
人
等
｣

と
あ
る
の
は

｢同
項
に
規
定
す
る
外
国
人
等
｣
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

｢第

一
項
｣
と
あ
る
の
は

｢

第

t
項
｣

と
､

｢外
国
人
等
｣
と
あ
る
の
は

｢同
項
に
規
定
す
る
外
国
人
等
｣
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
｡

第
五
十
二
条
の
八
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
､
認
定
放
送
持
株

会
社
に
つ
い
て
準
用
す
る
｡
こ
の
場
合
に
お
い
て 
'
同
条
第
二
項
中

｢前
項

｣
と
あ
る
の
は

｢第
五
十
二
条
の
三
十
二
第

一
項
｣
と
､

｢外
国
人
等
｣
と

あ
る
の
は

｢第
五
十
二
条
の
三
十
二
第

一
項
に
規
定
す
る
外
国
人
等
｣
と 
'

｢場
合
に
欠
格
事
由
｣
と
あ
る
の
は

｢場
合
に
第
五
十
二
条
の
三
十
第
二
項

第
五
号
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
株
式
会
社
｣
と 
'

｢と
き
は
､
同
項
｣
と
あ
る

の
は

｢と
き
は
､
社
債
等
振
替
法
第
百
五
十
二
条
第

一
項
｣
と
､

｢
(欠
格

事
由
｣
と
あ
る
の
は

｢
(同
号
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
株
式
会
社
｣
と
､
同
条

第
三
項
中

｢前
二
項
｣
と
あ
る
の
は

｢第
五
十
二
条
の
三
十
二
第

一
項
及
び

同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
二
条
の
八
第
二
項
｣
と
､

｢電
波

法
第
五
条
第
四
項
第
三
号
イ
｣
と
あ
る
の
は

｢第
五
十
二
条
の
三
十
第
二
項

第
五
号
口
侶
｣
と
､

｢同
号
ロ
｣
と
あ
る
の
は

｢同
号
ロ
㈲
｣
と
､

｢株

式
会
社
で

ある
一
般
放
送
事
業
者 

(人
工
衛
星
の
無
線
局
に
よ
り
放
送
を
行

う 
1
般
放
送
事
業
者
を
除
く
｡ 
)
｣
と
あ
る
の
瀬

議

定
放
送
持
株
会
社
｣

と
､

｢同
号
に
定
め
る
事
由
｣
と
あ
る
の
は

｢同
号
ロ
に
定
め
る
株
式
会
社


｣
と
､

｢同
号
イ
及
び
ロ
｣
と
あ
る
の
は

｢同
号
口
侶
及
び
佃
｣
と
､
同


条
第
四
項
中

第
五
十
二
条
の
三
十

二


28
 




